
様式１

設置主体 一般財団法人東京都人材支援事業団 事業所名

１　施設における保育士のモデル賃金

(大卒） （単位：円）

内、技能・経験に応じた処
遇改善の額

0年 186,900 -                            29,000 215,900

3年 196,100 5,000 45,000 241,100

7年 236,700 40,000 56,000 292,700

(短大卒) （単位：円）

内、技能・経験に応じた処
遇改善の額

0年 173,100 -                            29,000 202,100

3年 181,900 5,000 45,000 226,900

7年 221,500 40,000 56,000 277,500

２　施設における職員1人当り賃金月額

（単位：円）

366,601

初任給

主事(リーダー相当)

主査(副主任保育士相当)

経験年数

【モデル賃金等の公表】

施設種別 事業所内保育事業 とちょう保育園

経験年数 職層 給料月額 諸手当 例月給与

職層

314,941 248,479

※　（Ａ）欄は交付要綱別表４第１号様式又は第２号様式（以下「賃金改善実績報告書」という。）（２）ア
　⑥の金額、（Ｂ）欄は賃金改善実績報告書（２）イ⑥の金額、（Ｃ）欄は賃金改善実績報告書（３）⑥の
　金額をそれぞれ転記すること。
※　常勤職員が２名以下の場合、非常勤職員が２名以下の場合及び保育従事者以外の職員が２名
　以下の場合は、記載不要。

初任給

主事(リーダー相当)

主査(副主任保育士相当)

※　記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。
　　 また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

保育従事者
保育従事者以外

（Ｃ）常勤職員
（Ａ）

非常勤職員
（Ｂ）

給料月額 諸手当 例月給与


